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第５回美里町農業委員会総会 

 

１ 開催日時 

   令和３年４月２６日(月) 午後１時３０分から午後２時５５分 

 

２ 開催場所 

美里町役場南郷庁舎２階  多目的ホール 

 

３ 出席委員（１６名） 

   １番 佐々木 幸一郎 ２番 福田 なほ子  ３番 鈴木 幸博 

   ４番 渡邉 雅光   ５番 柴山 真二   ６番 後藤 幸太郎 

   ７番 小野 保裕   ８番 我妻 卓美   ９番 片倉 澄子 

  １０番 遊佐 恭一  １１番 澁谷 正行  １２番 久道 雄悦 

  １３番 尾形  司   １４番 古内 世紀  １５番 邉見 勝寿 

  １６番 伊藤  惠子 

 

４ 報告事項 

  １．農家相談日について 

  ２．利用計画届出書について 

  ３．使用貸借権の合意解約による通知について 

  ４．利用権設定の合意解約による通知について 

  ５．非農地証明願について 

  ６．農作物栽培高度化施設に係る農地法第３０条第１項の規定による利用

状況調査等について 

 

５ 議  事 

  第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請の許可について 

  第２号議案 農用地利用集積計画書審議について 

  第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の意見決定につい

て 

  第４号議案 美里農業振興地域整備計画の変更について 

 

６ その他連絡・報告事項 

  １．令和３年４月事業報告について 

  ２．令和３年５月事業予定について 

  ３．その他 

 

７ 農業委員会事務局職員（３名） 

   事 務 局 長 菊地 和則 

   事務局次長 髙橋  博喜 

   総 務 係 長 澤村 拓也 
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８ 会議の概要 

事務局長 定刻になりましたので、ただいまより、令和３年第５回美里町農

業委員会総会を開会いたします。 

開会に当たりまして、会長より挨拶をいただきます。 

 

会長 （挨拶内容省略） 

 

事務局長 ありがとうございました。本来なら今月総会も、美里町新型コロ

ナウイルス感染症対策本部の方針どおり、３月総会と同様、事務局

の朗読は省略したいところではございますが、今月から新体制の農

業委員会であるため、新型コロナウイルス感染症対策本部の方針は

堅持しつつ、総会時間については長時間とならないように、時間配

分させていただきますので、よろしくご理解とご協力のほどお願い

いたします。 

議事進行につきましては、美里町農業委員会会議規則第５条によ

り、会長が議長となり議事を整理するとありますので、会長、よろ

しくお願いします。 

 

議長 それでは、これより美里町第５回農業委員会総会を開催いたしま

す。 

本日の出席委員は１６名であります。農業委員会に関する法律第

２７条第３項の規定を満たしておりますので、総会は成立いたしま

す。 

 

議長 次第の３番、議事録署名委員の選任でございます。美里町農業委

員会会議規則第１５条第１項の規定により、議長よりお二人を指名

いたします。１番佐々木幸一郎委員、２番福田なほ子委員のお二人

にお願いいたします。 

 

議長 それでは、報告事項に入ります。 

１番目の農家相談日について、４月９日に農家相談を行っており

ますので、担当委員より報告をお願いいたします。 

 

尾形 司委員 

 

それでは、ご報告いたします。令和３年４月９日、２０２会議室

において、伊藤会長、柴山委員、そして私、尾形の３人で担当し、

相談件数は２件でした。 

１件目の相談者は●●地区●●の●●●●さんという方でした。

相談内容は、これまで自作でしたが今年で最後にし、来年から田ん

ぼ１町１反ぐらいですが全部頼みたいとのことでした。対応として

は、地域に精通している農業委員に話を通し、●●さんの近所で受

けてくれる方を探してみますと答えました。 

２件目、●●市の●●●●さんという方で、相談事項は相続時精

算課税制度を利用して相続した場合、町や集落、地域で何か決まり

や制約はあるのかという相談でした。対応といたしましては、特に

ないと伝えました。ただし、利用権等の名義変更はしなければなり

ません、と伝えました。以上です。 

 

議長 ご苦労さまでした。 

続きまして、報告事項２番、事業計画届出書について、事務局よ

り報告願います。 
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事務局 （報告事項２について、議案書に記載のとおり説明を行った） 

 

議長 ありがとうございます。 

ただいま事務局から報告事項２番、事業計画届出書について報告

がありましたが、不明な点があれば再度説明いたします。ございま

せんか。 

 

 （なしの声あり） 

 

議長 ないようですので、続きまして報告事項３番、使用貸借権の合意

解約について、報告事項４番、利用権設定の合意解約による通知に

ついてを一括で事務局より報告、説明願います。 

 

事務局 （報告事項３、報告事項４について、議案書に記載のとおり説明を

行った） 

 

議長 ありがとうございます。 

ただいま事務局から報告事項３番、使用貸借権の合意解約につい

て、報告事項４番、利用権設定の合意解約による通知について報告

がありましたが、不明な点があれば再度説明いたします。ございま

せんか。 

 

渡邉雅光委員 ４番渡邉です。 

利用権設定の解約についてですが、農地中間管理事業に移行のた

めという解約事由があるのですが、８件も出てきているのは、何か

理由があってのことでしょうか。通常の場合なら、期間満了のとき

に移行するというのが正当だと思うのですが、解約してまで移行す

る理由が何かあるのか、その辺、分かる範囲で教えていただきたい

ということと、もう一つ、議案番号●●番と●●番について、これ

も期間満了前の解約ということなのですが、●●番、●●番につい

ては第２号議案の●●番、●●番の方にあるからいいのですが、こ

れは地権者に耕作権を戻すだけで、誰も作らないというか、地権者

が作るということで理解していいのか、その辺についての回答をお

願します。 

 

事務局 ４番渡邉雅光委員の質問にお答えします。まず、１つ目の農地中

間管理事業への移行のための解約ですが件数が確かに多いのです

が、今までは、●●●●●●●●●の●●●●●●●●●事業を実

施していた案件だったのですが、●●●●●●●●●事業が廃止に

なったことで、今、●●の方では農地中間管理事業への移行を進め

ています。ですので、当面、このような理由による解約が多く、

今、農地中間管理事業の方に切替えを進めている最中ですので、こ

のような件数になったということです。 

２つ目の質問である２点の質問のうちの１点目、番号●●につい

ては、貸人の●●●●さんが、要は自作をするということになりま

す。 

２点の質問のうちの２点目、番号●●については、これについて

は、貸人の都合によるということで届出があったもので、今後につ

いては特に記載されていませんので、こちらでは事情が分かりかね

る内容でございます。以上です。 
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議長 ４番渡邉雅光委員、よろしいでしょうか。 

 

渡邉雅光委員 はい、ありがとうございました。 

 

議長 そのほかございませんか。 

 

 （なしの声あり） 

 

議長 ないようですので、続きまして報告事項５番、非農地証明願につ

いてを事務局より報告願います。 

また、４月１３日に農地調査委員会によって現地調査を実施して

おりますので、事務局の説明終了後、農地調査委員会の担当委員よ

り調査結果について御報告をいただきます。 

はじめに、事務局より報告願います。 

 

事務局 （報告事項５について、議案書に記載のとおり説明を行った） 

 

議長 ありがとうございます。 

引き続き、農地調査委員会の担当委員より調査結果についての報

告をお願いいたします。 

 

佐々木幸一郎委員 それでは報告します。農地調査委員会は、大友重善委員と委員長

である私、佐々木の２名が担当し、伊藤会長と邉見会長職務代理

者、事務局から髙橋次長の計５人により４月１３日火曜日、現地調

査を行いました。 

現地調査の写真がございますので、あわせてご覧ください。 

非農地証明願について２件、番号５については、現地は●●地区

の●●●に位置しております。地目は田ですが、長年雑種地として

使用されておりましたが、現在は太陽光発電設備が設置されてお

り、農地への復元は困難な状態であることを確認いたしました。証

明書の発行は妥当と判断いたします。 

番号６については、●●地区の●●●に位置しており、昭和４０

年３月２５日に住宅用地として転用許可を受けた土地であります。

現在も許可時と同様の状態ですので、証明書の発行は妥当と判断い

たします。以上であります。 

 

議長 ご苦労さまでした。 

事務局の説明と農地調査委員会の報告が終了いたしましたが、不

明な点があれば再度説明いたします。ございませんか。 

 

 （なしの声あり） 

 

議長 ないようですので、続きまして、報告事項６番、農作物栽培高度

化施設に係る農地法第３０条第１項の規定による利用状況調査等に

ついてを事務局より報告願います。 

また、４月２０日に農地委員会において利用状況調査を実施して

おりますので、事務局の説明終了後、農地委員会の遊佐委員長より

調査結果についての報告をいただきます。 

初めに、事務局より説明願います。 
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事務局 （報告事項６について、議案書に記載のとおり説明を行った） 

 

議長 ありがとうございます。 

引き続き、農地委員会の遊佐委員長より調査結果についての報告

をお願いいたします。 

 

遊佐恭一委員 それでは、報告いたします。 

農作物栽培高度化施設に係る農地法第３０条第１項の規定による

利用状況調査等についての報告ですが、●●●●●●●●●●●が

令和２年３月１０日に農地法第４３条第１項の規定による届出書を

提出しましたが、届出書中の工事完了時期が令和３年３月、栽培開

始時期が同年４月であることから、その確認のため４月２０日開催

の第１回農地委員会において、代表者が利用状況調査を行うことを

決定し、同日午後４時から実施いたしました。 

出席委員は、伊藤会長、邉見会長職務代理者、事務局から髙橋次

長、そして、農地委員会からは尾形司委員、古内世紀委員、そして

委員長である私、遊佐が現地調査をいたしました。調査は目視で行

いましたが、別紙の写真のように、東側から正面を見ると、施設本

体はかなり出来上がってきてはおりますが、重機での用水池や外構

工事が行われており、北側側面から内部を見ても、地盤工事等が行

われている状況でした。栽培設備の設置はその後となるため、全体

を通して７～８割程度の進捗状況であることを確認してきました。 

 その後、工事が遅延している理由等について、●●●●●●●

●●●に聞き取りをしたところ、資材は主としてオランダ製を使

用しますが、新型コロナウイルス感染症拡大による資材製造や運送

の遅れ等に伴う調達の遅れが理由で、工事完了時期の見込みは本年

６月、栽培開始時期の見込みは７月ということで、当初計画より３

ケ月の遅れとなる模様です。以上でございます。 

 

議長 ご苦労さまでした。 

事務局の説明と農地委員会の遊佐委員長からの報告が終了いたし

ましたが、不明な点があれば再度説明をいたします。ございません

か。 

 

佐々木幸一郎委員 １番佐々木です。 

 今、農地委員会の遊佐委員長から調査結果をお聞きした訳です

が、進捗率が７割から８割ということで、完了する時期が３か月遅

れる理由が新型コロナウイルスの影響ということでございますが、

ほかに理由はなかったのでしょうか。その辺お聞きしたいのです

が。 

 

事務局 １番佐々木幸一郎委員の質問にお答えします。事業主体である●

●●●●●●●●●●に直接聞き取りをいたしました。その際に、

ほかの理由は特に申し上げられていませんでして、この資材の輸入

先がほとんどオランダ製を使用しているということですので、その

資材の製造の遅れや、運送の遅れが主な理由ということでした。以

上です。 

 

議長 

 

１番佐々木幸一郎委員よろしいですか。 

 

佐々木幸一郎委員 はい、分かりました。 
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議長 そのほかございませんか。 

 

 （なしの声あり） 

 

議長 ないようですので、休憩いたします。（１４：０３分） 

 

議長 再開します。（１４：１２分） 

 

議長 続きまして、第１号議案、農地法第３条の規定による許可申請の

許可についてを議題といたします。 

事務局より説明願います。 

 

事務局 （第１号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った） 

 

議長 ありがとうございました。 

事務局の説明が終了しましたので、ただいまより審議に入りま

す。質疑ありませんか。 

 

 （なしの声あり） 

 

議長 質疑なしと認め、採決をいたします。 

第１号議案について賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （各委員の挙手を確認） 

 

議長 全員賛成と認め、第１号議案は原案どおり許可といたします。 

 

議長 続きまして、第２号議案、農用地利用集積計画書審議についてを

議題といたします。 

 事務局より説明願います。 

 

事務局 （第２号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った） 

 

議長 

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終了しましたので、第２号議案、農用地利用集積

計画書審議について審議いたします。質疑ありませんか。 

 

 （なしの声あり） 

 

議長 質疑なしと認め、採決に入ります。 

第２号議案、農用地利用集積計画書審議について、賛成の方の挙

手を求めます。 

 

 （各委員の挙手を確認） 

 

議長 賛成全員と認めます。 

第２号議案、農用地利用集積計画書審議については、原案どおり

許可とし、町長に報告をいたします。 
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議長 続きまして、第３号議案、農地法第５条第１項の規定による許可

申請の意見決定について議題といたします。 

また、４月１３日に農地調査委員会において現地調査を実施して

おりますので、事務局の報告終了後、農地調査委員会の担当委員よ

り調査結果についての報告をお願いいたします。 

初めに、事務局より説明願います。 

 

事務局 （第３号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った） 

 

議長 ありがとうございました。 

引き続き、農地調査委員会の環境委員より調査結果についての報

告をお願いいたします。 

 

佐々木幸一郎委員 それでは報告いたします。現地調査の写真がございますので、あ

わせてご覧ください。 

番号７につきましては、現地は●●●地区の●●●●に位置して

おり、太陽光発電設備の設置が転用目的となります。現地は大規模

な一団の農地から離れた住宅地にあるため、それらの営農条件に影

響を与えることなく、転用目的を達成できる適地であり、都市計画

用途地域にあることから、農地区分は第３種農地と判断いたしまし

た。特に問題は見当たらず、許可相当と見てまいりました。以上で

あります。 

 

議長 ご苦労さまでした。 

事務局の説明と農地調査委員会の報告が終了いたしましたので、

審議に入ります。質疑ありませんか。 

 

 （なしの声あり） 

 

議長 質疑なしと認め、採決をいたします。 

第３号議案、農用法第５条第１項の規定による許可申請の意見決

定について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （各委員の挙手を確認） 

 

議長 全員賛成と認めます。 

第３号議案、農用法第５条第１項の規定による許可申請の意見決

定については、原案どおり許可相当と意見を付し、宮城県知事に進

達をいたします。 

 

議長 続きまして、第４号議案、美里農業振興地域整備計画の変更につ

いてを議題といたします。 

また、この場所は先月、３月１２日に今回の農地調査委員会が既

に現地調査を実施しておりますので、事務局の報告終了後、農地調

査委員会の担当委員より調査結果についての報告をいただきます。 

初めに、事務局より説明願います。 

 

 （第４号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った） 

 

議長 ありがとうございました。 

引き続き、農地調査委員会の担当委員より調査結果についての報
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告をお願いいたします。 

     

佐々木幸一郎委員 

 

 

 

 

 

 

それでは報告します。現地調査は先ほど議長からも説明がありま

したとおり、３月１２日に実施しております。 

第３回総会において非農地である●●地区の●●及び●●●につ

いて、非農地証明書を交付したことに伴う農用地区域からの除外  

でございます。現地調査は３月１２日に実施済みでございますの

で、今回は割愛させていただきましたが、国営関連排水事業完了か

ら８年以上経過していることなどにより、整備計画を変更すること

については、特に問題はないと思われます。以上でございます。 

 

議長 ご苦労さまでした。 

事務局の説明と農地調査委員会の報告が終了いたしましたので、

審議に入ります。質疑ありませんか。 

 

 （なしの声あり） 

 

議長 質疑なしと認め、採決をいたします。 

第４号議案、美里農業振興地域整備計画の変更について、賛成の

方の挙手を求めます。 

 

 （各委員の挙手を確認） 

 

議長 全員賛成と認めます。 

第４号議案、美里農業振興地域整備計画の変更について、原案ど

おり異議なしの意見を付し、美里町長に報告をいたします。 

 

議長 以上で議事を終了いたします。 
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議 事 録 署 名 

上記、第５回定例総会の議事録に相違なきことを認め署名、捺印する。 

 

 

令和３年  月  日 

 

会     長 

 

署名委員 １番 

 

署名委員 ２番 

 


